
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構業務方法書 新旧対照表 （平成23年4月改正）

改正案 現行

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構業務方法書 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構業務方法書

第１条から第９条まで （略） 第１条から第９条まで （略）

（納付金関係業務等） （納付金関係業務等）
第１０条 機構は、機構法第１１条第１項第６号の業務として、次に掲げる業務を行うも 第１０条 機構は、機構法第１１条第１項第６号の業務として、次に掲げる業務を行うも

のとする。 のとする。
（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）
（４）障害者の雇用に関する技術的事項についての講習の業務又は障害者の雇用につい （４）障害者の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若しくは講習の業務又は

て事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務として次に掲げる業務 障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務とし
（障害法第７３条第１項及び第７４条第１項に基づく業務として行われるものを含 て次に掲げる業務（障害法第７３条第１項及び第７４条第１項に基づく業務として
む。次条第３項において「講習業務等」という。） 行われるものを含む。次条第３項において「研究調査業務等」という。）

イ 業種、障害の態様、就労形態等に応じた障害者の職域拡大及び雇用管理に係る研
究調査を行うこと。

ロ イの成果の活用等により、障害者の職域拡大及び雇用管理に関する事業主への情
報提供、相談及び援助を行うこと。

イ 障害法第７９条第１項に規定する障害者職業生活相談員資格認定講習を実施する ハ 障害法第７９条第１項に規定する障害者職業生活相談員資格認定講習を実施する
こと。 こと。

ロ イに掲げるもののほか、事業所において障害者の雇用に関する業務を担当する者 ニ ハに掲げるもののほか、事業所において障害者の雇用に関する業務を担当する者
等に対し、障害者の雇用に関する技術的事項についての講習を行うこと。 等に対し、障害者の雇用に関する技術的事項についての講習を行うこと。

ハ 各種行事の開催、各種媒体の活用等による障害者雇用に関する啓発を行うこと。 ホ 各種行事の開催、各種媒体の活用等による障害者雇用に関する啓発を行うこと。
ニ 就労支援機器等の普及啓発を行うこと。 ヘ 就労支援機器等の普及啓発を行うこと。
ホ 障害者の職域拡大及び雇用管理に関する事業主への情報提供、相談及び援助を行

うこと。
（５）～（７） （略） （５）～（７） （略）

２ （略） ２ （略）
第１１条 第１項及び第２項 （略） 第１１条 第１項及び第２項 （略）
３ 講習業務等の実施については、障害法第５２条第２項及び第４９条第１項第９号並び ３ 研究調査業務等の実施については、障害法第５２条第２項及び第４９条第１項第９号

に障害法施行規則第２３条から第２５条の２までに規定するもののほか、機構が別に定 並びに障害法施行規則第２３条から第２５条の２までに規定するもののほか、機構が別
めるところにより行うものとする。 に定めるところにより行うものとする。

第４項から第７項まで （略） 第４項から第７項まで （略）

第１２条から第３３条まで （略） 第１２条から第３３条まで （略）
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